
沖縄国際大学・総合文化学部・准教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３８００１

若手研究(B)

2019～2017

特別の教科「道徳」における教師の教育実践上の自律性と中立性に関する比較教育法研究

Studies on a Teacher's Autonomy and Neutrality in the Special Subject "Moral 
Education" from the Perspective of Comparative Education Law

５０７２３１０２研究者番号：

安原　陽平（YASUHARA, Yohei）

研究期間：

１７Ｋ１３６２６

年 月 日現在  ２   ６ １５

円     1,800,000

研究成果の概要（和文）：　期間中、教師の教育の自由の保障とその限界、教育行政による教育条件整備のあり
方、学校現場における子どもたちが抱える問題に、特別の教科「道徳」の教育実践等への応用可能性を視野に入
れながら、研究に取り組んだ。
　教師の教育の自由の保障とその限界については、事実上の制約を認識する必要性、自由保障的機能を有する中
立性概念を明らかにした。教育行政による教育条件整備のあり方については、教育行政の広範な裁量に対して、
裁量を統制する人権論の必要性を明らかにした。学校現場における子どもたちが抱える問題については、子ども
の置かれている環境ごとに、憲法上保障される精神的自由を制約する要素がそれぞれあることを確認した。

研究成果の概要（英文）： This study has been carried out for three years about teachers' freedom, 
roles and obligations of administrative educational agencies(The Ministry of Education or Board of 
Educations and so on), and children's constitutional rights in schools, in relation to the Special 
Subject "Moral Education" .
 Results of this study are as follows.About teachers' freedom, to recognize non-legal restriction 
and neutral conception as protection of freedom are important. About roles and obligations of 
administrative educational agencies, their discretion should be controlled with constitutional 
rights necessarily.And about children's constitutional rights in schools, we should recognize that 
restrictions of them occurs in many different contexts. 
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究における研究成果の学術的意義は、中立性を開かれた概念であると理解し、自由を保障する可能性も有
する概念であることを明らかにした点、また公教育制度の設計は、普遍的な子どもの人権概念に加え、個別・具
体的な子どもの人権も踏まえたものでなければならないことを明らかにした点にある。
　本研究における研究成果の社会的意義は、研究成果が現職の教職員、保護者、あるいは高校生と交流を経て得
られてたものであることから、特別の教科「道徳」はもとより、学校現場、地域社会にも十分応用可能な点にあ
る。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 2018 年 4 月から小学校および特別支援学校小学部、2019 年 4 月から中学校および特別支援
学校中学部において、特別の教科「道徳」が開始された。以前より、教育課程において道徳の時
間は設けられており、基本的には担任が担当してきたことや時間数に変化がないことなどから、
大きな変化は無いようにみえる。しかし、特別の教科への「格上げ」に伴い、学校教育法上の教
科書使用義務、記述式の成績評価の導入など、教師の教育の自由や子どもの精神的自由との関係
で問題を生じさせる法制度上の変更が生じている。具体的にいかなる問題を生じさせるかにつ
いては、道徳教育をめぐっての教師の法的・専門的地位の不安定化、教育行政等による教師の教
育実践に対する過度なコントロール、あるいは学校における子どもの憲法上の権利、とりわけ精
神的自由への影響などを挙げることができる。 
 特別の教科「道徳」における道徳教育をどのように進めるかという、いわばソフト面の議論の
蓄積は豊富である。しかし他方で、どのような権利保障の下あるいはいかなる法制度の下道徳教
育は進められるべきかという、いわばハード面の研究は豊富とは言い難い。そのため、法的な観
点から、特別の教科「道徳」をめぐる教師の教育の自由や子どもの憲法上の権利保障、あるいは
法制度のあり方などについて研究を進めることは意義のあることであり、同時に喫緊の課題と
も言える。 
 したがって、本研究は、権利論ないしは法制度論の観点から、特別の教科「道徳」あるいは広
く道徳教育をめぐる教師の教育実践上の自律はいかなる条件で可能かという問いを中心として
研究遂行することを目指した。 
 
２．研究の目的 
 以上から本研究における中心的な目的は、特別の教科「道徳」の教育実践におけるあるいは特
別の教科「道徳」への応用可能性を視野に入れた、（１）教師の教育の自由の保障とその限界、
（２）教育行政による教育条件整備のあり方、（３）学校現場における子どもたちが抱える問題
を、それぞれ検討することである。 
 教育法学の機能的三種別を前提として、（１）～（３）の検討を研究の目的として設定した。
すなわち、自主性擁護的教育法との関係で（１）の検討を、条件整備的教育法との関係で（２）
の検討を、そして創造的・是正的教育法との関係で（３）の検討をおこなうことを目指した。 
 
３．研究の方法 
 研究の方法は、文献研究が中心となっている。 
 同時に、文献研究では読み取れない教育実践上の「声」や「悩み」を聞く機会を可能な限り設
けた。具体的には、管理職から採用後 3～5年の比較的若い教師までを対象とする教職員の勉強
会、小学校教員を中心とした勉強会、保護者のサークルや交流会などを通じて、道徳教育はもち
ろん、教師の自律性や学校現場の各種問題に関する現場の声を聞くことも心がけた。 
 また、研究期間中、ドイツの学校にも訪問し、移民の子どもを対象としたドイツ語クラスの見
学や教職員への聞き取り調査なども行った。 
 文献研究にとどまらず、現場の「声」を聞くことを通じて、研究の現実的妥当性や応用可能性
を確保するよう努めた。 
 
４．研究成果 
 （１）教師の教育の自由の保障とその限界に係る研究は、教材選定の自由と教育基本法 14 条
2 項の解釈から、それぞれ遂行した。 
 前者における研究は、石垣市教育委員会による副読本配布中止問題を素材に、教材選定をめぐ
る法構造や教育委員会の権限等を踏まえ、教師の教育の自由、とくに教材選定の自由の保障に関
して報告したものである。研究成果として、法的拘束力を持つ教育の自由への制約にとどまらず、
法的拘束力を持たない事実上の制約にも目を向けることの必要性を明らかにした点を挙げるこ
とができる。この成果は、道徳教育推進教師との関係や人事考課における評価を通じた、道徳教
育の実践への事実上の制約を検討する理論的基盤を提供するものと言える。なお、人事考課の問
題については、沖縄県の事例を対象に別途検討を行った。 
 また、後者における研究は、2006 年に改正された教育基本法、なかでも 14 条 2 項を対象と
し、趣旨、解釈、運用の観点から報告したものである。研究成果として、政治的中立性という概
念が子どもの精神的自由を守るために教師の自由を制約する機能がある一方で、多様な政治的
見解を紹介する政治教育の自由を保障する機能もあることを確認したことを挙げることができ
る。この成果は、道徳教育における教師の教育の自由に対する中立を根拠とした制約を検討する
際の理論的基盤を提供するものと言える。 
 
 （２）教育行政による教育条件整備のあり方については、「公立学校等に係る授業料の不徴収
および高等学校等就学支援金の支給に関する法律」をめぐる朝鮮学校無償化訴訟を素材に、研究
を遂行した。本訴訟は、「公立高等学校等に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支
給に関する法律」の施行規則の一部規定の削除や、施行規則に基づく規程の適合性審査によって、
朝鮮学校への支援金が不支給となった事例である。本訴訟の研究を通じて、教育行政に認められ



ている広範な裁量という問題に加え、当該裁量を統制するはずの人権が十分に機能していない
ことの問題性などを明らかにした。この成果から、道徳教育をめぐる制度設計も含めた、教育制
度全般に渡る教育行政裁量を統制する人権論・立法論の必要性を指摘できる。 
 
 （３）学校現場における子どもたちが抱える問題については、校則の問題、ハラスメントの問
題、外国籍の子どもの修学の問題を対象として研究を遂行した。校則の問題については、近年校
則をめぐって様々な問題が生じ、これまでとは異なる新たな議論がなされていることなどを理
由に取り上げた。ハラスメントの問題は、ハラスメント概念が学校で十分認知された次の段階、
とりわけ教育・指導の場面で何が意識されるべきかを明らかにする必要があると考えて取り上
げた。そして、外国籍の子どもの修学の問題は、グローバル化の進展で学校における外国にルー
ツを持つ子どもの権利保障を改めて考える必要性から取り上げた。 
 １つ目の校則の問題に係る研究は、校則と人権の関係や、これまで扱われてきた問題、具体的
には子どもの人権主体性に対する意識の希薄さや学校教育における人権概念の憲法学上とは異
なる位置付けなどを踏まえ、今後考えるべき論点を指摘したものである。研究成果として、校則
による権利侵害が多様化していること、学校自治論が非現実的な選択肢でないこと、そして校則
に基づく指導が体罰やハラスメントと非常に近い関係にあることなどを指摘したことが挙げら
れる。校則を手がかりに学校における人権問題を総括的に扱ったことで、学校現場における子ど
もたちが抱える問題についてどのようなアプローチでどのように検討すべきかなどを確認する
ことができた。この点、以下の研究成果へとつながっている 
 ２つ目のハラスメントの問題に係る研究は、スポーツ指導場面におけるハラスメントがなぜ
生じるかという問題を、スポーツ心理学の専門家と共同で分析をおこなったものである。研究成
果としては、部活動等のスポーツ指導の場面におけるハラスメントは内面的な負の影響力等に
起因することを確認した点を挙げることができる。この成果は、部活動等の指導場面にとどまら
ず、先生と児童・生徒との関係のなかで営まれる、特別の教科「道徳」の教育実践を含む学校教
育における様々な教育実践にも応用可能であると考えられる。 
 ３つ目の外国籍の子どもの修学の問題に係る研究は、不就学の可能性がある外国籍の子ども
が２万人近くにものぼる現状を踏まえ、権利論、制度論、そして運用論のそれぞれの次元から外
国籍の子どもの修学の問題について報告したものである。研究成果としては、外国籍の子どもも
包摂できる公立学校の充実の必要性を指摘することに加え、学校における子どもの精神的自由
をめぐる問題が複雑化していること、教育における統合機能を今後どのように考えるべきかと
いうこと、学校教育における寛容概念はいかに位置付けられるべきかということなど、今後の課
題を明らかにしたことが挙げられる。研究期間終了後も、多文化教育と道徳教育の関係を軸とし
ながら、上記各概念の理解と関係を明らかにする研究に取り組む予定である。なお、教育におけ
る統合機能を検討するための研究期間中の成果として、ドイツにおける社会統合を論じた『憲法
パトリオティズム』の翻訳を挙げることができる。 
 
 （４）（１）～（３）の研究成果とは別に、その他の成果として、沖縄県教育委員会等主催の
「高校生と選挙の関わり方について考えるフォーラム」における基調講演、それに関連する高校
生とのワークショップも挙げることができる。 
 生徒の憲法上の権利保障のあり方、教育行政の権限と教師の権利の実践的調整も視野に入れ
ている本研究課題にとって、本活動は大きな示唆を与えるものであった。具体的には、教育行政
や学校における政治的中立性への配慮のあり方などを確認できたことは、本研究課題を遂行す
るうえで有益であった。 
 
 （５）今後の展望、課題 
 本研究は、特別の教科「道徳」に関係する、教師や子どもの権利、教育行政裁量の射程などを
主たる対象としている。そのため、教師の教育の自由侵害、あるいは児童や生徒の精神的自由の
侵害に対する司法救済のあり方についてはほとんど検討をすすめていない。 
 今後の展望、課題としては、特別の教科「道徳」をめぐって生じる権利侵害に対する司法上の
救済について、本研究成果を踏まえた検討の必要性を挙げることができる。 
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